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令和６年１月２６日 

 

六甲ケーブル線の上下分離方式導入に伴う 
第二種鉄道事業及び第三種鉄道事業の許可について 

           
 

六甲山観光株式会社（以下、「六甲山観光」という。）から申請のあった第二種鉄道事業及び

阪神電気鉄道株式会社（以下、「阪神電気鉄道」という。）から申請のあった第三種鉄道事業に

ついて、鉄道事業法第３条の規定に基づき、本日（令和６年１月２６日）付けで申請のとおり

許可しましたのでお知らせいたします。 

 

また、六甲ケーブル線については、令和５年１２月１５日に六甲山観光から第一種鉄道事業

の廃止届出が提出されておりましたが、本日付けで「廃止の日を繰り上げたとしても公衆の利

便を阻害するおそれがないと認める」旨、六甲山観光に通知するとともに関係地方公共団体に

通知しましたので、あわせてお知らせいたします。 

 

なお、今回の許可等により令和６年４月１日から六甲山観光が第二種鉄道事業者、阪神電気

鉄道が第三種鉄道事業者として上下分離方式により運行が継続される予定です。（六甲ケーブル

線の上下分離の概要は別紙の通り） 

 

＜参考＞  

（第二種鉄道事業）  

自らが敷設する鉄道線路以外の鉄道線路を使用して旅客等の運送を行う事業 

 

（第三種鉄道事業）  

鉄道線路を敷設して当該鉄道線路を第二種鉄道事業者に使用させる事業 
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問い合わせ先 

鉄道部（監理課） 重末・冨田 

（電話）０６－６９４９－６４３９ 

配付先 

青灯クラブ 

 近畿電鉄記者クラブ 



別紙（六甲ケーブル線の上下分離の概要） 近畿運輸局

六甲ケーブル線

三ノ宮駅

新神戸駅

六甲山上駅

六甲ケーブル下駅

【現状】
◇ 六甲山観光株式会社（第一種鉄道事業者）

六甲山観光が六甲ケーブル線にかかる鉄道
施設等資産を保有し、運行

【上下分離後】
◇ 六甲山観光株式会社（第二種鉄道事業者）
◇ 阪神電気鉄道株式会社（第三種鉄道事業者）

阪神電気鉄道が六甲ケーブル線にかかる鉄道
施設等資産を保有し、必要な設備投資等を担う

六甲山観光は運行・設備管理に特化

■路線概要
◇営業キロ（六甲ケーブル線）

1.7km （六甲ケーブル下～六甲山上）

◇運行本数
42本/日（片道）
※上下分離前後で運行本数変更なし


